
ごみ処理施設に産廃無断投棄会社 

社長、近く逮捕へ 2013.09.29/産経新聞 

 大阪府岬町が運営するごみ処理施設 

に産業廃棄物を無断で投棄したとして、 

大阪府警生活環境課が廃棄物処理法 

違反の疑いで、同町からごみの分別業 

務を委託されていた産廃収集運搬会社 

の社長を逮捕する方針。府警は社長が 

施設内に立ち入れる立場を悪用し、産廃を一般ごみに紛れ込ませてい 

たとみて実態解明を進める。  
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電子マニフェスト 加入料無料キャンペーンを展開  
2013.09.02/環境省 

 環境省は、平成25年9月2日、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律第12条の5に規定する電子マニフェス
トの普及促進のため、（公財）日本産業廃棄物処理振
興センターにおいて、産業廃棄物の排出事業者、収集
運搬業者、処分業者を対象にした「加入料無料キャン
ペーン」を平成25年9月1日から12月31日まで実施す
ると発表。 

  

  

  

  
 

Try for tomorrow 

｢明日の地球の為に、 
今できること｣ 

■水質汚濁防止法の一部改正2013.09.04 

 平成20年に改正した暫定排水基準は平成25年9

月30日をもって適用期限を迎える｡該当する業種
の暫定排水基準について､環境省において所要の
検討を行った結果、りんに係る1業種については一
般排水基準へ移行、残る業種については引き続き 

5年間 を期限に暫定排水基準を設定することとし、
従来の暫定排水基準の廃止又は平成25年10月以
降の暫定排水基準の延長及び強化（平成30年9月
30日まで）の措置を定めることとした。 

 東日本大震災で被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。 

罰則と判例 

  

オフィス移転に伴う不用品回収 

etc 

東京商工会議所が2006

年に創設した環境に関す
る資格制度。正式名称は
「環境社会検定試験」。 

現在、上記サイトにて放映中！ 
是非、ご覧下さい。また、弊社HPでもご覧い
ただけます。http://www.eco-eight.co.jp/index.html 

事務所移転に伴うOA機器や 
事務机他オフィスファニュ 
チャー等、不用品回収を 
一手に引き受けます。買取り 
可能な品物は買取をさせてい 
ただき、コスト削減にもご協力いたし
ます。※買い取りの場合基本的に製造
年数が6年以内のもの。または未使用
品か状態が良いものとなります。 
お問い合わせは 
フリーダイヤル：0120-42-8081  

 

 

 

 

『会社案内』
http://www.youtube.com/watch?v=yRsjXqjVM78 

 『東京の社長ＴＶ』 
http://tokyo-president.net/eco-eight 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%CF%A5%A4%A5%D6%A5%EA%A5%C3%A5%C9%BC%D6
http://tokyo-president.net/eco-eight
http://www.eco-eight.co.jp/index.html

